
【添付書類等】

　法務局の発行するもの。
　申請受付時前3カ月以内に発行されたのもの。

　申請受付時前3カ月以内に発行されたもの。
　道税の納税義務がない場合。
　申請受付時前3カ月以内に発行されたもの。

　税務署の発行するもの。
　申請受付時前3カ月以内に発行されたもの。

　①納入告知書
　②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書

　（写し） 　③適用通知書

　①保険関係成立届
　②領収済通知書

　（写し） 　③概算・確定保険料申告書（控）

　（写し）
　①契約書の写し（契約が適正に完了したもの）
　　契約名、契約期間及び契約業務が明記されて
　　いるもの。
　②契約履行実績証明書
　①を添付できないときは、②
　①　暴力団員に該当しない者であるとともに、
　　今後、これらの者とならないこと等について
　　の誓約書
　②　医療事務の経験が６カ月以上（診療報酬請求
　　等を行う人材として、医療事務経験が３年以上　　
　　の者を派遣する誓約書
　①、②のいずれも提出すること。

※　本店が道外で道内に支店等がある場合について
　　本店が道外であっても、道内に支店等を置いている等の理由で北海道に納税義務がある
　場合は「道税に滞納がないことの証明書」の方を提出してください。
　　この場合、本店に係る「本店が所在する都府県の事業税に滞納がないことの証明書」に
　ついては提出不要ですので、ご注意ください。

　健康保険・厚生年金・雇用保険の加入義務がない場
合

　社会保険適用除外申出書

12 　誓約書

　①、②、③など加入状況が確認できる書類のいずれ
か一つ（写し）

　①、②、③など加入状況が確認できる書類のいずれ
か一つ（写し）

　派遣労働者が派遣先で取り扱う個人情報保護に関す
る教育方法等を定めた内部規定等（写し）10

　個人情報保護に関する内部規程等

11 　契約履行実績を証明する書類

9

区　分 適　用

　道税事務所、総合振興局・振興局税務（納税）課の
発行するもの。

　健康保険・厚生年金保険の届出義務を履
行している事実を証明する書類

8

　雇用保険の届出義務を履行している事実
を証明する書類

7

4 　道税に滞納がないことの証明書

5
　本店が所在する都府県の事業税に滞納が
ないことの証明書

6
　消費税及び地方消費税に未納がないこと
の証明書

1 　入札参加資格申請書

2 　登記事項証明書（写し可）

3 　一般労働者派遣事業許可証の写し


